
投
票
を
し
や
す
く
す
る
制
度 

 

投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど
の
予

定
が
あ
り
、投
票
で
き
な
い
人
が
事
前
に
投

票
で
き
る
制
度
で
す
。 

不
在
者
投
票 

入
院
中
の
人
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設

に
入
所
し
て
い
る
人
は
、施
設
の
管
理
者
に
申

し
出
る
と
、施
設
内
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す

（
指
定
を
受
け
た
施
設
に
限
り
ま
す
）。 

身
体
に
一
定
の
障
害
が
あ
り
、郵
便
等
投
票
証
明

書
を
津
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
申
請
し
て
取
得

し
た
人
は
、郵
便
等
に
よ
り
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。 

投
票
日
に
市
外
に
滞
在
し
て
い
る
人
は
、滞
在
先
の

市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
に
て
不
在
者
投
票
が
で
き

ま
す
。 

 

どのように投票したらよいの？ 

１.本人確認 ２.投票用紙を 
受け取る  

３.投票用紙に 
書く　　  

 
 

４.投票箱へ 

 

選
挙
に

選
挙
に
行
こ
う 

選
挙
に

選
挙
に
行
こ
う 

選
挙
に
行
こ
う 

選
挙
権
年
齢
が
満
１８
歳
以
上
に
な
り
ま
し
た
！ 

平
成
２７
年
６
月
の
公
職
選
挙
法
の
一
部
改

正
に
よ
り
、選
挙
権
年
齢
が
「
満
２０
歳
以
上
」

か
ら「
満
１８
歳
以
上
」に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し

た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、今
年
６
月
１９
日
の
後
に

公
示
さ
れ
る
選
挙
か
ら
、す
べ
て
の
日
本
国
民

は
１８
歳
に
な
る
と
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
、投

票
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

世
界
各
国
の
選
挙
年
齢 

世
界
１
９
１
の
国
・
地
域
の
う
ち
、約
９
割

が
選
挙
権
年
齢
を「
１８
歳
以
上
」
と
定
め
て
い

ま
す
。 

ま
た
、選
挙
権
年
齢
を
さ
ら
に
引
き
下
げ

る
動
き
が
活
発
化
し
て
お
り
、オ
ー
ス
ト
リ
ア

や
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
既
に
「
１６
歳
以
上
」へ
の
引

き
下
げ
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら

今
回
の
引
き
下
げ
は
、世
界
の
流
れ
に
沿
っ
た

も
の
と
も
言
え
ま
す
。 

問
合
　
市
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
内
線
２
３
５
１ 

 

現
在
、日
本
は
少
子
高
齢
化
社
会
と
な
り

人
口
減
少
が
進
ん
で
い
ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、

日
本
の
未
来
づ
く
り
を
担
う
１０
代
に
も
積
極

的
に
政
治
に
参
画
し
て
も
ら
い
、こ
れ
ま
で
以

上
に
若
者
の
声
を
届
け
て
欲
し
い
と
期
待
し

て
、７０
年
ぶ
り
と
な
る
大
き
な
選
挙
権
の
改

正
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。 

な
ぜ
選
挙
権
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
？ 

満
１８
歳
以
上
に 

世
界
各
国
の
選
挙
年
齢 

投票する候補者･政党を
よく確認して、投票用紙
に記載してください 

投票事務者が、選挙人名
簿に載っている本人か確
認します 

投票箱に投票用紙
を入れてください 

投票所入場券を 
持って投票所に行く 
 ※場所・時間は入場券に書いてあ

ります 

投票所入場券 
が自宅に届きます 

投票記載所へ向かってく
ださい 

投票
日前
 

投票
の流
れ 

投票
日 

期
日
前
投
票 

不
在
者
投
票 
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立候補する際の 
年齢・住所要件 

種　類 

衆議院議員選挙 

参議院議員選挙 

都道府県知事選挙 

都道府県議会議員選挙 

市区町村長選挙 

市区町村議会議員選挙 

満２５歳以上 

満３０歳以上 

満３０歳以上 

満２５歳以上 

満２５歳以上 

満２５歳以上 

・日本国民であること 
・住所要件なし 

・日本国民であること 
・住所要件なし 

・日本国民であること 
・住所要件なし 

・日本国民であること 
・住所要件なし 

・日本国民であること 
・その都道府県内市区町村に 
　引き続き３カ月以上住んでいること 

・日本国民であること 
・その市区町村に引き続き３カ月 
　以上住んでいること 

年齢・住所要件 

インターネットを使った 
選挙運動ができるように 
なりました 

今後の身近な 
選挙の予定 

種　類 

衆議院議員 

参議院議員 

愛知県知事 

愛知県議会議員 

津島市長 

津島市議会議員 

平成３０年１２月１３日

平成３１年２月１４日

平成３１年４月２９日

平成３０年４月２６日

平成３１年４月３０日

平成２８年７月２５日
平成３１年７月２８日

任期が終わる日 

やってはいけない選挙違反行為！ 

戸別訪問 ・候補者の知人・運動員が各戸をまわって投票をお願いすること 
　（家の中に入らず、庭先や軒先に呼び出す行為も含む） 

署名運動 ・特定の候補者へ投票すること、投票しないことについて有権者から署名を集めること 

文書の配布 

文書掲示・回覧 

買収・供応 ・運動員が、後援会結成の名目
で有権者を自宅に招き、酒食を
ふるまい候補者が挨拶するこ
と 
・大会の参加賞を候補者の名前
入りで作成し配ること 

・室内用として作成されたポス
ターを、多数の人が集まる会場
等に貼ること 

・候補者の名前や政見を大書し
た看板を街頭にたてること 
・選挙用はがき、文書、ポスター
を回覧板にして回覧すること 

・候補者の知人等が多数の人に手紙で投票を依頼すること 
・選挙運動のチラシ多数を街頭
で手渡したり、各戸の郵便受け
に入れたりすること 
・候補者の氏名や経歴等が記載さ
れたビラを新聞に折り込むこと 

飲食物の提供 ・一般通行人を選挙事務所に誘
い入れ、酒や食事をふるまうこ
と 
・酒やお茶など、飲食物を事務所
へ贈ること 

　１８歳以上の有権者であればインターネット
を使った選挙運動ができるようになりました。
例えば、選挙運動メッセージを掲示板やブログ
に書き込むこと、ＳＮＳで広めること、動画サイ
トに選挙運動の様子を投稿することなどが可
能です。 
　また、候補者や政党等に限っては、電子メー
ルを利用した選挙運動が可能です。 
 
※公示・告示日の立候
補届出より前に選挙
活動を行うことは禁
止されています。 

 

※原則として、任期が終わる日までに選挙が行われます。 

選挙期間中でも、次のような選挙運動を行うと違反になります。 選挙違反について 

１８歳になったら立候補できるの？ 

１８歳では被選挙権がないので、議員や知事、市
区町村長に立候補することはできません。立候補
するには次の要件を満たす必要があります。 
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